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１．はじめに

土地活用手法の中で最も多く採用されているものと
して、賃貸住宅経営と駐車場経営を挙げることができ
ます。多くの不動産会社は、この２つの活用手法につ
いては取り扱いに慣れていますし、一定の手数料は発
生しますが「管理」の手法も確立されています。加え
て、ユーザーも多いので、初めて不動産経営に取り組
む人でも、取り組みやすい事業であることがその主た
る理由と考えてよいでしょう。

ことに賃貸住宅経営については、相続税効果が期待
できるほか、土地の固定資産税の軽減効果もあります
し、「家賃保証」や「一括借り上げ」等の仕組みも充
実しているので、オーナーも建物管理のわずらわしさ
から解放されます。さらに、現在は低金利のアパート
ローンが利用可能であるため、借入金で賃貸住宅を建
築しても一定の収益性が期待できることも賃貸住宅供
給を後押ししている状況です。

もっとも、前稿で述べたように、我が国が人口減少
社会に突入していて「空き家」が社会問題となりつつ
あるなかで、顧客に対して今後も賃貸住宅経営を勧め
て問題がないのか、コンサルタントとしては気になる
ところです。この件については、少し古いデータにな
りますが、総務省が公表している資料によると2013
年時点の賃貸住宅の空き家率は18.9％（この年の全体
の空き家率は13.5％）だったことを考えると、「相続
対策」等を理由にして、立地を選ばずにやみくもに賃
貸住宅経営を勧めるべきではないと思われます。

ただし、全ての賃貸住宅が同じ割合で空いているわ
けではなく、現実には築年数が経過しても満室稼働に
近いものもあれば、築浅でも空きが目立つケースもあ
ります。築年数が経過してもユーザーから支持される
企画を提案することができるのであれば、今後も賃貸
住宅経営は有効な土地活用の選択肢となり得るはずで
す。

また、建物の賃貸を考えるとき、立地によっては、
賃貸住宅以外に店舗や事務所等の非住居系の企画も含
まれます。都市の中心部のほか、主要駅の駅前立地等
の商業集積エリアなどにおいては、商業ビルなどのニ
ーズもありますし、ロードサイド立地などでも店舗や
事務所等の誘致が可能なケースも少なくありません。

なお、筆者は、レジデンス系の業務のコンサルティ
ングを中心に行ってきた関係で、商業テナントは専門
分野ではありません。本稿では、商業系の企画につい
ても述べさせていただきますが、この点についてはデ
ータなどから見た一般的な傾向についての言及にとど
めさせていただきます。

最後に、建物の賃貸を考える際に留意すべきもう一
つの問題を挙げさせていただきます。それは、建物を
所有するときは「建物の解体」についても視野に入れ
ておく必要があるという点です。

人口が増え経済規模が拡大する時代においては、「既
存の建物の解体＝建物の新築」という構図が成り立っ
ていたと思われますが、今後は「単に解体して更地に
戻すだけ」という場面も増えてくるように思われます。
現実に、地方都市では、県庁所在地の中心街において
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